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規 則 

 

三 重 県 歯 科 技 工 士 修 学 資 金 貸 与 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 元 年 十 二 月 六 日  

三  重  県 知  事   鈴   木   英   敬    

三 重 県 規 則 第 三 十 三 号  

三 重 県 歯 科 技 工 士 修 学 資 金 貸 与 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 歯 科 技 工 士 修 学 資 金 貸 与 規 則 （ 平 成 二 十 一 年 三 重 県 規 則 第 二 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 遅 延 損 害 金 ）  （ 遅 延 損 害 金 ）  

第 十 八 条  修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 は 、 正 当 な 理 由 が

な く て 修 学 資 金 を 期 限 ま で に 返 還 し な か っ た と き

は 、 当 該 期 限 の 翌 日 か ら 返 還 の あ っ た 日 ま で の 期 間

の 日 数 に 応 じ 、 延 滞 額 に 当 該 期 限 の 翌 日 に お け る 民

法 （ 明 治 二 十 九 年 法 律 第 八 十 九 号 ） 第 四 百 四 条 第 一

項 の 法 定 利 率 の 割 合 を 乗 じ て 計 算 し た 遅 延 損 害 金 を

支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

第 十 八 条  修 学 資 金 の 貸 与 を 受 け た 者 は 、 正 当 な 理 由 が

な く て 修 学 資 金 を 期 限 ま で に 返 還 し な か っ た と き

は 、 当 該 期 限 の 翌 日 か ら 返 還 の あ っ た 日 ま で の 期 間

の 日 数 に 応 じ 、 延 滞 額 に つ き 年 五 パ ー セ ン ト の 割 合

で 計 算 し た 遅 延 損 害 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

附  則  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 三 重 県 歯 科 技 工 士 修 学 資 金 貸 与 規 則 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 新 規 則 」 と い う 。 ） の

規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に 新 規 則 第 十 八 条 に 規 定 す る 期 限 が 到 来 し た 場 合 に お け る 遅 延 損 害 金 に つ

い て 適 用 し 、 同 日 前 に 同 条 に 規 定 す る 期 限 が 到 来 し た 場 合 に お け る 遅 延 損 害 金 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に

よ る 。  

 

三 重 県 卸 売 市 場 条 例 施 行 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 元 年 十 二 月 六 日  

三  重  県 知  事   鈴   木   英   敬    

三 重 県 規 則 第 三 十 四 号  

三 重 県 卸 売 市 場 条 例 施 行 規 則  

三 重 県 卸 売 市 場 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 七 年 三 重 県 規 則 第 十 四 号 ） の 全 部 を 改 正 す る 。  

 （ 趣 旨 ）  

第 一 条  こ の 規 則 は 、 卸 売 市 場 法 （ 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 三 十 五 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 、 卸 売 市 場 法 施 行 令

（ 昭 和 四 十 六 年 政 令 第 二 百 二 十 一 号 ） 、 卸 売 市 場 法 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 六 年 農 林 省 令 第 五 十 二 号 ） 及 び 三 重 県

卸 売 市 場 条 例 （ 令 和 元 年 三 重 県 条 例 第 十 四 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る

も の と す る 。  

（ 地 方 卸 売 市 場 の 認 定 申 請 ）  

第 二 条  法 第 十 三 条 第 二 項 の 申 請 は 、 地 方 卸 売 市 場 認 定 申 請 書 （ 第 一 号 様 式 ） に よ り 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

２  前 項 の 申 請 書 に は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

一  開 設 者 に 関 す る 次 に 掲 げ る 書 類 （ 開 設 者 が 地 方 公 共 団 体 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 収 支 状 況 表 （ 第 二 号 様

式 ） ）  

イ  定 款  

ロ  登 記 事 項 証 明 書  

ハ  役 員 名 簿 及 び 役 員 の 履 歴 書  

ニ  直 近 の 三 事 業 年 度 の 貸 借 対 照 表 及 び 損 益 計 算 書 （ 以 下 「 計 算 書 類 」 と い う 。 ）  

ホ  法 第 十 四 条 に お い て 準 用 す る 法 第 五 条 第 二 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る 者 に 該 当 し な い こ と を 誓 約 す る 書

面  
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二  卸 売 市 場 の 位 置 図 及 び 平 面 図  

三  卸 売 業 者 に 関 す る 次 に 掲 げ る 書 類 （ 卸 売 業 者 が 個 人 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 戸 籍 抄 本 及 び ニ に 準 じ る 書

類 ）  
イ  定 款  

ロ  登 記 事 項 証 明 書  

ハ  役 員 名 簿  

ニ  直 近 の 事 業 年 度 の 計 算 書 類  

四  法 第 十 三 条 第 五 項 第 四 号 イ 及 び ロ に 掲 げ る 方 法 が 公 表 さ れ て い る こ と を 証 す る 書 類  

 五  法 第 十 三 条 第 五 項 第 五 号 の 表 の 下 欄 に 掲 げ る 事 項 以 外 の 遵 守 事 項 が 定 め ら れ て い る 場 合 に あ っ て は 、 次 に

掲 げ る 書 類  

イ  当 該 遵 守 事 項 を 定 め る に 当 た っ て 法 第 十 三 条 第 五 項 第 六 号 ロ の 規 定 に よ り 取 引 参 加 者 の 意 見 を 聴 い た こ

と を 証 す る 書 類  

ロ  当 該 遵 守 事 項 及 び 当 該 遵 守 事 項 が 定 め ら れ た 理 由 が 法 第 十 三 条 第 五 項 第 六 号 ハ の 規 定 に よ り 公 表 さ れ て

い る こ と を 証 す る 書 類  

（ 地 方 卸 売 市 場 の 認 定 証 ）  

第 三 条  知 事 は 、 法 第 十 三 条 第 五 項 の 認 定 を し た と き は 、 開 設 者 に 地 方 卸 売 市 場 認 定 証 （ 第 三 号 様 式 ） を 交 付 す

る も の と す る 。  

２  地 方 卸 売 市 場 の 開 設 者 は 、 前 項 の 認 定 証 が 滅 失 し 、 又 は 損 傷 し 、 若 し く は そ の 識 別 が 困 難 と な っ た 場 合 に

は 、 地 方 卸 売 市 場 認 定 証 再 交 付 申 請 書 （ 第 四 号 様 式 ） を 知 事 に 提 出 し 、 認 定 証 の 再 交 付 を 受 け る こ と が で き

る 。  

３  地 方 卸 売 市 場 の 開 設 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合 は 、 認 定 証 を 速 や か に 知 事 に 返

納 し な け れ ば な ら な い 。  

 一  地 方 卸 売 市 場 を 廃 止 し た 場 合  

 二  地 方 卸 売 市 場 の 認 定 を 取 り 消 さ れ た 場 合  

 三  認 定 証 の 再 交 付 を 受 け た 後 に お い て 、 滅 失 し た 認 定 証 を 発 見 し た 場 合  

（ 地 方 卸 売 市 場 の 変 更 の 認 定 ）  

第 四 条  法 第 十 四 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 変 更 の 認 定 を 受 け よ う と す る 地 方

卸 売 市 場 の 開 設 者 は 、 地 方 卸 売 市 場 認 定 事 項 変 更 申 請 書 （ 第 五 号 様 式 ） を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ

の 場 合 に お い て 、 当 該 変 更 が 第 二 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 又 は 業 務 規 程 の 変 更 を 伴 う と き は 、 当 該 変 更 後 の

書 類 又 は 業 務 規 程 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 地 方 卸 売 市 場 の 変 更 の 届 出 ）  

第 五 条  法 第 十 四 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 変 更 の 届 出 を し よ う と す る 地 方 卸

売 市 場 の 開 設 者 は 、 当 該 変 更 の 日 の 七 日 後 ま で に 、 地 方 卸 売 市 場 認 定 事 項 軽 微 な 変 更 届 出 書 （ 第 六 号 様 式 ） を

知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 変 更 が 第 二 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 又 は 業 務 規 程

の 変 更 を 伴 う と き は 、 当 該 変 更 後 の 書 類 又 は 業 務 規 程 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 地 方 卸 売 市 場 の 休 止 又 は 廃 止 ）  

第 六 条  法 第 十 四 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 七 条 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 休 止 又 は 廃 止 の 日 の 三 十 日 前 ま

で に 地 方 卸 売 市 場 業 務 休 止 又 は 廃 止 届 出 書 （ 第 七 号 様 式 ） に よ り 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ 事 業 報 告 書 の 提 出 ）  

第 七 条  法 第 十 三 条 第 五 項 第 五 号 の 表 の 五 の 項 ㈡ に 規 定 す る 事 業 報 告 書 は 、 事 業 年 度 ご と に 、 当 該 事 業 年 度 経 過

後 九 十 日 以 内 に 、 事 業 報 告 書 （ 第 八 号 様 式 ） に よ り 開 設 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 事 業 報 告 書 に は 、 当 該 事 業 年 度 の 計 算 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 卸 売 業 者 が 個 人 で あ

る 場 合 に あ っ て は 、 こ れ に 準 じ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ せ り 人 の 届 出 ）  

第 八 条  卸 売 業 者 は 、 地 方 卸 売 市 場 に お い て 行 う 卸 売 の せ り 人 を 定 め た と き は 、 速 や か に 、 そ の 氏 名 そ の 他 必 要

な 事 項 を 当 該 地 方 卸 売 市 場 の 開 設 者 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の せ り 人 は 、 せ り を 行 う た め に 必 要 な 経 験 及 び 能 力 を 有 し 、 次 に 掲 げ る 者 以 外 の 者 で な け れ ば な ら な

い 。  

 一  法 及 び 卸 売 市 場 法 施 行 令 第 一 条 で 定 め る 法 律 の 規 定 に よ り 罰 金 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、 そ の 執 行 を 終 わ り 、

又 は そ の 執 行 を 受 け る こ と の な く な っ た 日 か ら 二 年 を 経 過 し な い 者  
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 二  仲 卸 業 者 そ の 他 の 買 受 人 又 は こ れ ら の 役 員 若 し く は 使 用 人 で あ る 者  

３  卸 売 業 者 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り せ り 人 と し て 届 け 出 た 者 に せ り を 行 わ せ な く な っ た と き は 、 速 や か に 、 当

該 せ り 人 の 氏 名 そ の 他 必 要 な 事 項 を 当 該 地 方 卸 売 市 場 の 開 設 者 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  
（ 運 営 状 況 の 報 告 ）  

第 九 条  法 第 十 四 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 事 業 年 度 ご と に 当 該 事

業 年 度 経 過 後 四 月 以 内 に 、 運 営 状 況 報 告 書 （ 第 九 号 様 式 ） に よ り 知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 運 営 状 況 報 告 書 に は 、 当 該 事 業 年 度 の 計 算 書 類 （ 開 設 者 が 地 方 公 共 団 体 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 収 支

状 況 表 （ 第 二 号 様 式 ） ） 及 び 当 該 地 方 卸 売 市 場 に 係 る 卸 売 業 者 の 最 新 の 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 事 業 報 告 書 を

添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 卸 売 数 量 等 に 関 す る 報 告 ）  

第 十 条  地 方 卸 売 市 場 の 開 設 者 は 、 卸 売 業 者 が 卸 売 を し た 生 鮮 食 料 品 等 の 数 量 及 び 金 額 に つ い て 、 当 該 年 分 を 翌

年 の 二 月 末 日 ま で に 卸 売 数 量 等 報 告 書 （ 第 十 号 様 式 ） に よ り 知 事 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 小 規 模 等 卸 売 市 場 の 開 設 の 届 出 ）  

第 十 一 条  条 例 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 小 規 模 等 卸 売 市 場 開 設 届 出 書 （ 第 十 一 号 様 式 ） に よ る も の と

す る 。  

２  前 項 の 小 規 模 等 卸 売 市 場 届 出 書 に は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

一  開 設 者 に 関 す る 書 類 （ 開 設 者 が 個 人 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 戸 籍 抄 本 及 び ハ に 準 じ る 書 類 ）  

イ  定 款  

ロ  登 記 事 項 証 明 書  

  ハ  直 近 の 年 度 の 計 算 書 類  

 二  小 規 模 等 卸 売 市 場 施 設 の 位 置 図 及 び 平 面 図  

３  条 例 第 四 条 第 二 項 の 業 務 規 程 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 定 め な け れ ば な ら な い 。  

一  小 規 模 等 卸 売 市 場 の 名 称 、 位 置 及 び 面 積  

二  取 扱 品 目  

三  開 場 の 期 日 及 び 時 間  

四  卸 売 の 業 務 に 係 る 売 買 取 引 及 び 決 済 の 方 法  

五  卸 売 業 者 に 関 す る 事 項  

六  卸 売 業 者 以 外 の 取 引 参 加 者 そ の 他 の 関 係 事 業 者 に 関 す る 事 項  

（ 小 規 模 等 卸 売 市 場 の 変 更 の 届 出 等 ）  

第 十 二 条  条 例 第 五 条 の 規 定 に よ る 条 例 第 四 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 及 び 業 務 規 程 の 変 更 の 届 出 は 、 小 規 模 等

卸 売 市 場 届 出 事 項 変 更 届 出 書 （ 第 十 二 号 様 式 ） に よ る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 変 更 後 の 前 条 第 二

項 第 一 号 の 書 類 又 は 業 務 規 程 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

２  条 例 第 五 条 の 規 定 に よ る 小 規 模 等 卸 売 市 場 の 休 止 又 は 廃 止 の 届 出 は 、 当 該 休 止 又 は 廃 止 日 の 三 十 日 前 ま で に

小 規 模 等 卸 売 市 場 業 務 休 止 又 は 廃 止 届 出 書 （ 第 十 三 号 様 式 ） に よ り 、 知 事 に 届 け 出 る も の と す る 。  

（ 卸 売 数 量 等 に 関 す る 報 告 ）  

第 十 三 条  条 例 第 十 二 条 の 規 定 に よ る 報 告 は 、 当 該 年 分 を 翌 年 の 二 月 末 日 ま で に 卸 売 数 量 等 報 告 書 （ 第 十 号 様

式 ） に よ り 、 知 事 に 届 け 出 る も の と す る 。  

 （ 身 分 を 示 す 証 明 書 ）  

第 十 四 条  法 第 十 四 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 十 二 条 第 三 項 及 び 条 例 第 十 四 条 第 二 項 の 証 明 書 は 、 立 入

検 査 員 証 （ 第 十 四 号 様 式 ） と す る 。  

（ 添 付 書 類 の 省 略 ）  

第 十 五 条  知 事 は 、 農 業 協 同 組 合 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 三 十 二 号 ） に 基 づ く 農 業 協 同 組 合 若 し く は 農 業 協 同

組 合 連 合 会 又 は 水 産 業 協 同 組 合 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 四 十 二 号 ） に 基 づ く 漁 業 協 同 組 合 、 水 産 加 工 業 協

同 組 合 、 漁 業 協 同 組 合 連 合 会 若 し く は 水 産 加 工 業 協 同 組 合 連 合 会 （ 以 下 「 農 協 又 は 漁 協 」 と い う 。 ） が 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 申 請 又 は 届 出 を す る 場 合 に お い て 、 農 業 協 同 組 合 法 又 は 水 産 業 協 同 組 合 法 に 基 づ き 知 事 に 提 出 さ

れ て い る 書 類 の 流 用 に つ い て 当 該 農 協 又 は 漁 協 の 了 承 を 得 た 場 合 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 書 類 に つ い て 、 そ の 提

出 を 省 略 さ せ る こ と が で き る 。  

一  法 第 十 三 条 第 二 項 の 申 請  第 二 条 第 二 項 第 一 号 イ か ら ニ ま で 又 は 同 項 第 三 号 イ か ら ニ ま で に 規 定 す る 添 付

書 類  
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二  法 第 十 四 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 六 条 第 一 項 の 申 請  第 四 条 に 規 定 す る 添 付 書 類 （ 業 務 規 程 を

除 く 。 ）  
三  法 第 十 四 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 六 条 第 二 項 の 届 出  第 五 条 に 規 定 す る 添 付 書 類 （ 業 務 規 程 を

除 く 。 ）  

四  条 例 第 四 条 第 一 項 の 届 出  第 十 一 条 第 二 項 第 一 号 イ か ら ハ ま で に 規 定 す る 添 付 書 類  

五  条 例 第 五 条 の 届 出  第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 添 付 書 類 （ 業 務 規 程 を 除 く 。 ）  

（ 書 類 の 経 由 ）  

第 十 六 条  法 並 び に 条 例 及 び こ の 規 則 の 規 定 に 基 づ き 、 申 請 書 、 届 出 書 又 は 報 告 書 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 申 請

書 等 」 と い う 。 ） を 知 事 に 提 出 す る 者 は 、 当 該 地 方 卸 売 市 場 又 は 当 該 小 規 模 等 卸 売 市 場 の 所 在 地 を 所 管 す る 農

林 水 産 事 務 所 、 農 林 事 務 所 又 は 農 政 事 務 所 の 長 を 経 由 し て 、 申 請 書 等 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 六 月 二 十 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 、 第 十 一 条 、 第 十 五 条 及 び 第 十 六 条 の 規 定

は 、 令 和 元 年 十 二 月 二 十 一 日 か ら 施 行 す る 。  
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第 1 号様式（第 2 条関係）  

 

地方卸売市場認定申請書 

 

                            年  月  日 

 

三重県知事       宛て 

 

申請者 名  称 

法人番号 

所 在 地 

代表者の役職及び氏名        ㊞ 

 

卸売市場法第１３条第１項の規定により、地方卸売市場としての認定を受け

たいので、次のとおり申請します。 

 

１ 卸売市場の名称 
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２ 卸売市場の位置及び施設に関する事項 

（１）位置 

 

 

（２）施設 

施設の名称 施設の面積 設置年月 

 ㎡ 年  月 

 ㎡ 年  月 

 ㎡ 年  月 

 ㎡ 年  月 

 ㎡ 年  月 

 ㎡ 年  月 

 ㎡ 年  月 

 ㎡ 年  月 

 ㎡ 年  月 

 ㎡ 年  月 

  （記載上の注意）卸売場、仲卸売場及び倉庫（冷蔵又は冷凍で保管するも

のを含む。）については、生鮮食料品等の区分ごとに記載すること。  

 

３ 卸売市場の取扱品目並びに取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する

事項 

（１）取扱品目： 

 

 

（２）取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額の実績及び見込み 

取扱品目 
実績（  年度） 見込み（  年度） 

数量(トン) 金額(千円) 数量(トン) 金額(千円) 

     

     

（記載上の注意） 

１．実績の欄には直近年度の数量及び金額を実績で記載すること。 

２．見込みの欄には申請年度の数量及び金額を見込みで記載すること。  

３．花きの取扱いの数量については、記載を省略することができる。

以下同じ。 
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４ 卸売市場の業務の運営体制に関する事項 

 

 

（記載上の注意）業務の運営体制を組織図で示し、これに各部門を担当

する役員の氏名、担当業務の従事職員数及び業務の概要を付記する

こと。 

 

５ 卸売市場の業務の運営に必要な資金の確保に関する事項 

（１）収支の状況 

 

（記載上の注意）申請年度の貸借対照表及び損益計算書の見込みを添付

すること。 

 

（２）長期借入金の返済計画 

年 度 元金（千円） 利子（千円） 元金＋利子（千円） 

   年度    

   年度    

   年度    

   年度    

   年度    

   年度    

   年度    

   年度    

   年度    

   ・・・    

合 計    

（記載上の注意）各年度末における長期借入金の残高の見込みを記載する

こと。 
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７ 卸売業者以外の取引参加者その他の関係事業者に関する事項 

（１）取引参加者に関する事項 

取扱品目 仲卸業者数 売買参加者数 

   

   

   

（記載上の注意）売買参加者数の欄には、仲卸業者以外の買受人であっ

て、開設者による承認等を行っている者の数を記載すること。 

 

（２）取引参加者以外の関係事業者に関する事項 

業 種 業者数 

  

  

  

 

（開設者の連絡先） 

  部署名： 

  ＴＥＬ： 

  ＦＡＸ： 

  E-mail： 

 

（記載上の注意） 

１．一体性のある複数の市場（生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な相

当規模の施設が一の機能を営むために相互に緊密な関連をもって運営され

るよう配置されたこれらの施設の総合体で、開設者が業務規程で定めるも

のをいう。）を１つの地方卸売市場として申請する場合には、２、３及び

７の事項は市場ごとに記載すること。その際には、別紙として表形式等で

添付しても差し支えない。 

２．農協又は漁協が申請する場合には、業務報告書を添付することにより、

４及び５の事項を省略して差し支えない。 

３．地方公共団体が申請する場合には、５の事項に代えて、収支状況表（第

２号様式）を添付すること。 

４．添付する業務規程については、策定又は変更に関する意思の決定を証す

る書面を添付すること。 

５．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。  

令和元年12月6日 三　重　県　公　報 第　62　号

10



第 2 号様式（第 2 条関係）  

 

収支状況表 

 

                    地方公共団体名 

１ 収支の状況 

〔    年度〕                  （単位：千円） 

収 入 実績又は 

見込み 

支 出 実績又は 

見込み 

総収入  総支出  

前年度繰越金  市場管理費（営業費用）  

使用料計  人件費(注４)  

売上高割使用料  事務費(注５)  

面積割使用料  建設改良費（総事業費）  

と畜場使用料  うち付帯事務費  

その他  うち補助対象事業費  

地方債起債  うち付帯事務費  

国庫補助金  地方債償還金  

うち建設改良に係る補助金  利息償還金  

都道府県補助金  うち市場事業に係る償還金  

うち建設改良に係る補助金  うち建設改良に係る償還金  

一般会計からの繰出金  うちＨ４年度以降許可債分 

(注６) 

 

指導監督的経費繰出金  元金償還金  

建設改良費繰出金  うち市場事業に係る償還金  

と畜事業費操出金  うち建設改良に係る償還金  

その他操出金  と畜事業に係る償還金  

貸付金  企業債取扱諸費  

貸付金利息  繰上充用金  

受取利息及び配当金  貸付金  

その他  その他  

うち受益者負担金分(注２)  うち○○○○(注３)  

うち○○○○(注３)  うち○○○○  

うち○○○○  翌年度繰越金  
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（記載上の注意） 

１．見込みの欄には、認定申請に添付する場合は申請年度の、運営状況の

報告に添付する場合は次年度の金額を見込みで記載すること。 

２．受益者負担金分は、卸売業者等の光熱費等使用料として業者が負担

すべき費用分を記入すること。 

３．その他のうち受益者負担金分以外で額が大きい項目を記入すること。 

４．人件費は、給与、退職金、賃金、報酬、諸手当、法定福利費及び厚

生福利費を加算したものを記入すること。 

５．事務費は、市場管理費から人件費を控除した額を記入すること。  

６．平成４年度以降の許可債に係る支払利息分を記入すること。  

 

２ 起債の償還計画 

年 度 元金（千円） 利子（千円） 元金＋利子（千円） 

   年度    

   年度    

   年度    

   年度    

   年度    

   年度    

   年度    

   年度    

   年度    

   ・・・    

合 計    

（記載上の注意）各年度末における起債の残高の見込みを記載すること。 

 

 

（記載上の注意）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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第 3 号様式（第 3 条関係）  

 

地方卸売市場認定証 

 

 

所在地 

開設者 

名 称              様 

 

 

１ 認定番号    第         号 

 

 

２ 市場の名称 

 

 

３ 市場の位置 

 

 

 

卸売市場法第１３条第１項の規定により、地方卸売市場の開設を認定したこ

とを証明します。                                                                   

 

 

 

年   月   日 

 

 

 

三重県知事          印  
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第 4 号様式（第 3 条関係）  

 

地方卸売市場認定証再交付申請書 

 

                            年  月  日 

 

三重県知事       宛て 

 

申請者 名  称 

所 在 地 

代表者の役職及び氏名        ㊞ 

 

三重県卸売市場条例施行規則第３条第２項の規定により、地方卸売市場認定

証の再交付を受けたいので、次のとおり申請します。                                                                           

 

１ 市場の名称及び位置 

 

 

２ 認定年月日及び認定番号 

 

 

３ 再交付を要する理由 

 

 

（記載上の注意） 

１．損傷又は識別困難の理由で再交付を受けようとする場合は、当該認定証

を添付すること。 

２．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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第 5 号様式（第 4 条関係）  

 

地方卸売市場認定事項変更申請書 

 

                            年  月  日 

 

三重県知事       宛て 

 

申請者 名  称 

所 在 地 

代表者の役職及び氏名        ㊞ 

 

卸売市場法第１４条において読み替えて準用する同法第６条第１項の規定に

より、地方卸売市場に係る認定事項の変更について認定を受けたいので、次の

とおり申請します。 

 

１ 市場の名称 

 

 

２ 変更の内容 

 

 

３ 変更の理由 

 

 

４ 変更内容の施行年月日 

 

 

（記載上の注意） 

１．変更の内容については、変更前と変更後を対比して記載すること。 

２．業務規程の変更を伴う場合には、当該変更に関する意思の決定を証する

書面を添付すること。 

３．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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第 6 号様式（第 5 条関係）  

 

地方卸売市場認定事項軽微な変更届出書 

 

                            年  月  日 

 

三重県知事       宛て 

 

届出者 名  称 

所 在 地 

代表者の役職及び氏名        ㊞ 

 

卸売市場法第１４条において読み替えて準用する同法第６条第２項の規定に

より、地方卸売市場の認定事項の軽微な変更について、次のとおり届出しま

す。 

 

１ 市場の名称 

 

 

２ 変更の内容 

 

 

３ 変更の理由 

 

 

４ 変更内容の施行年月日 

 

 

（記載上の注意） 

１．変更の内容については、変更前と変更後を対比して記載すること。  

２．業務規程の変更を伴う場合には、当該変更に関する意思の決定を証する

書面を添付すること。 

３．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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第 7 号様式（第 6 条関係）  

 

地方卸売市場業務休止又は廃止届出書 

 

                            年  月  日 

 

三重県知事       宛て 

 

届出者 名  称 

所 在 地 

代表者の役職及び氏名        ㊞ 

 

卸売市場法第１４条において読み替えて準用する同法第７条の規定により、

地方卸売市場の業務の休止〔廃止〕について、次のとおり届出します。  

 

１ 市場の名称 

 

 

２ 休止〔廃止〕の内容 

 

 

３ 休止〔廃止〕の理由 

 

 

４ 休止する期間〔廃止する年月日〕 

 

 

５ 取引参加者への通知の状況 

 

 

（記載上の注意） 

１．廃止の届出にあっては、〔 〕の文言とすること。 

２．休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面を添付すること。 

３．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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第 8 号様式（第 7 条関係）  

 

事業報告書 

（  年  月  日から  年  月  日まで） 

 

 

開設者 様 

 

報告者 卸売市場の名称 

 名称又は氏名 

所在地又は住所 

代表者の役職及び氏名        ㊞ 

 

卸売市場法第１３条第５項第５号の表の５の項（２）の規定により、事業報

告書について、次のとおり提出します。 

 

１ 組織に関する事項 

（１）事業運営組織 

 

（記載上の注意）組織図（取締役、監査役等の別を付記すること。）で

示し、これに各部門を担当する役職員の氏名（部長以上）、担当業

務の概要、従業員数等を付記すること。 

 

（２）役員の略歴 

役名及び職名 氏名 生年月日 住所 略歴 
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（３）役員及び従業員の状況 

区  分 
人数（人） 平均年齢

（歳） 

平均勤続年数 

（年）  うち女性 

役
員 

常 勤     

非常勤     

小 計     

従
業
員 

営業関係     

事務関係     

小 計     

合 計     

臨時職員年間

平均雇用人数 

    

（記載上の注意） 

１．従業員との兼務役員は、役員の項に記載すること。  

２．臨時職員年間平均雇用人数の項には、当該事業年度において雇用

した延日数を当該事業年度の営業日数で除して得た数値の小数点以下

を四捨五入して整数で記載すること。 

 

（４）株主構成 

区 分 役 員 従業員 出荷者 
仲卸 

業者 

売買 

参加者 
開設者 その他 合 計 

総株主等の議

決権の数(Ａ) 

        

保有する議決

権の数(Ｂ) 

        

割合（％） 

(Ｂ)／(Ａ) 

        

大口株主の名簿（上位１０位まで） 

氏名又は名称 住 所 
保有する議決権

の数 

保有する議決権

の割合（％） 

    

合 計    

（記載上の注意） 

１．「総株主等」とは、総株主、総社員又は総出資者をいう。以下同

じ。 
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２．「議決権」とは、株式会社にあっては、株主総会において決議を

することができる事項の全部につき議決権を行使することができない

株式についての議決権を除き、会社法（平成１７年法律第８６号）第

８７９条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に

ついての議決権を含む。以下同じ。 

３．売買参加者とは、仲卸業者以外の買受人であって、開設者による

承認、登録等を行っている者をいう。以下同じ。

令和元年12月6日 三　重　県　公　報 第　62　号

20



令和元年12月6日 三　重　県　公　報 第　62　号

21



令和元年12月6日 三　重　県　公　報 第　62　号

22



令和元年12月6日 三　重　県　公　報 第　62　号

23



令和元年12月6日 三　重　県　公　報 第　62　号

24



令和元年12月6日 三　重　県　公　報 第　62　号

25



令和元年12月6日 三　重　県　公　報 第　62　号

26



３ 附帯業務等の概況 

（１）附帯業務の概況 

業務の内容 
売上高 

(千円) 

附帯業務利益（損失）金額 

(千円) 

   

 

（２）兼業業務の概況 

業務の内容 
売上高 

(千円) 

兼業業務税引前当期純利益

（損失）金額  （千円） 

   

 

（３）他の法人に対する支配関係の概要 

法人の名称   

所在地   

事業内容   

資本金(千円)   

売上高(千円)   

当期純利益（損失）額 

（千円） 
  

純資産額(千円)   

（記載上の注意） 

１．附帯業務とは、専ら卸売業務を補完するために行う製氷、魚木箱

製造等の業務をいう。 

２．兼業業務とは、認定を受けた卸売市場における卸売業務及び附帯

業務以外の業務をいう。 

３．支配関係とは、他の法人に対する関係で、次に掲げるものをい

う。以下同じ。 

① 卸売業者がその法人の総株主等の議決権の２分の１以上に相当

する議決権を有する関係 

② 卸売業者の営む卸売の業務に従事しているか、又は従事してい

た者が役員の過半数又は代表する権限を有する役員の過半数を占

める関係 

③ 卸売業者がその法人の総株主等の議決権の１００分の１０以上

に相当する議決権を有し、かつ、その法人の事業活動の主要部分

について継続的で緊密な関係を維持する関係  
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（記載上の注意） 

 １．農協又は漁協が報告する場合には、業務報告書を添付することにより、

１の事項を省略して差し支えない。 

２．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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第 9 号様式（第 9 条関係）  

 

運営状況報告書 

（   年   月   日から   年   月   日まで） 

 

                            年  月  日 

 

三重県知事       宛て 

 

報告者 名  称 

所 在 地 

代表者の役職及び氏名        ㊞ 

 

卸売市場法第１４条において読み替えて準用する同法第１２条第１項の規定

により、当該地方卸売市場の運営の状況について、次のとおり報告します。  

 

１ 卸売市場の取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額の状況 

取扱品目 
実績（  年度） 見込み（  年度） 

数量(トン) 金額(千円) 数量(トン) 金額(千円) 

     

     

（記載上の注意） 

 １．複数の市場がある場合には、市場ごとに表を作成すること。  

２．実績の欄には直近年度の数量及び金額を実績で記載すること。 

３．見込みの欄には次年度の数量及び金額を見込みで記載すること。 

４．花きの取扱いの数量については、記載を省略することができる。

以下同じ。 

 

２ 卸売市場の業務の運営体制の状況 

 

（記載上の注意）当該年度末時点の運営体制について組織図で示し、これに

各部門を担当する役員の氏名、担当業務の従事職員数及び業務の概要を

付記すること。 
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３ 卸売市場の業務の運営に必要な資金の確保の状況 

（１）収支の状況 

 

（記載上の注意）次年度の貸借対照表及び損益計算書の見込みを添付す

ること。 

 

（２）長期借入金の返済の状況 

年 度 元金（千円） 利子（千円） 元金＋利子（千円） 

   年度 

（当該年度の

実績） 

   

   年度    

   年度    

   年度    

   年度    

   年度    

   年度    

   年度    

   年度    

   ・・・    

合 計    

（記載上の注意）各年度末における長期借入金の残高の見込みを記載する

こと。 

 

４ 卸売市場の業務の運営に係る公表の状況 

（１）売買取引の結果等（卸売市場法第１３条第５項第３号ロ） 

 

 

 

（２）売買取引の方法（卸売市場法第１３条第５項第４号イ） 

 

 

 

（３）決済の方法（卸売市場法第１３条第５項第４号ロ） 
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（記載上の注意） 

１．インターネットを利用して公表している場合には、該当ページの 

ＵＲＬを記載すること。 

２．その他の方法で公表している場合には、その方法を記載するととも

に、公表内容が分かる資料（（１）にあっては一例で構わない。）を

添付すること。 

 

５ 監督措置の実施状況 

① 検査の実績 

対象業者名 実施年月日 検査の内容 

   

   

   

 

② その他の措置の主な実績 

対象業者名 実施年月日 措置の内容 

   

   

   

（記載上の注意） 

１．複数の市場がある場合には、市場ごとに表を作成すること。  

２．「その他の措置の主な実績」には、検査以外の監督措置のうち、

是正の求めなど主なものの実績を記載すること。 
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（２）仲卸業者 

① 仲卸業者の状況 

取扱品目 個人 法人 合計 

 （  ） （  ） （  ） 

 （  ） （  ） （  ） 

 （  ） （  ） （  ） 

（記載上の注意） 

１．複数の市場がある場合にあっては、市場ごとに表を作成すること。  

２．（  ）には当該事業年度内に新規に参入した業者数を記入するこ

と（既存業者との合併や事業譲受け等により参入した場合を含む。）。  

３．法人の仲卸業者については、その貸借対照表及び損益計算書又は

それらの概要を添付すること。 

 

② 直荷引きの状況 

取扱品目 実施業者数 
取扱実績 

主な品目 
数量(トン) 金額(千円) 

     

     

     

（記載上の注意） 

１．仲卸業者が行う卸売業者以外の者からの生鮮食料品等の買受け

（以下「直荷引き」という。）について記載すること。  

２．複数の市場がある場合には、市場ごとに表を作成すること。  

３．主な品目の欄には、直荷引きが行われている主要な品目を記載す

ること。 

 

（３）売買参加者 

取扱 

品目 

業 種 

一般 

小売店 
スーパー 生協 

給食、外食 

納入業者 
加工業者 

他市場

卸売業者 
その他 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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（記載上の注意） 

１．仲卸業者以外の買受人であって、開設者による承認や登録等を 

行っている者について記載すること。 

２．複数の市場がある場合にあっては、市場ごとに表を作成すること。  

３．（  ）には当該事業年度内に新規に参入した業者数を記入するこ

と（既存業者との合併や事業譲受け等により参入した場合を含む。）。  

 

（４）取引参加者以外の事業者 

業 種 業者数 

  

  

  

（記載上の注意）複数の市場がある場合にあっては、市場ごとに表を作 

成すること。 

 

 

（開設者の連絡先） 

  部署名： 

  ＴＥＬ： 

  ＦＡＸ： 

  E-mail： 

 

 

（記載上の注意） 

１．農協又は漁協が申請する場合には、業務報告書を添付することにより、

２及び３の事項を省略して差し支えない。 

２．地方公共団体が報告する場合には、３の事項に代えて、収支状況表（第

２号様式）を添付すること。 

３．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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第 10 号様式（第 10 条、第 13 条関係）  

 

卸売数量等報告書  

 

年   月   日 

 

三重県知事      宛て 

 

報告者 名称又は氏名 

所在地又は住所 

代表者の役職及び氏名        ㊞ 

 

三重県卸売市場条例第１２条（三重県卸売市場条例施行規則第１０条）の

規定により、卸売数量等（    年分）を次のとおり報告します。 

 

１ 市場の名称 
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２ 取扱実績（   ）           （   月分・年間実績） 

項目 

 

品目 

取扱実績 県内産取扱実績 
県外産の 

主な産地名 
数 量 

(㎏) 

金 額 

(円) 

単 価 

(円/kg) 

数 量 

(㎏) 

金 額 

(円) 

取扱割

合(％) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

計        

                                 市場 

 

（記載上の注意） 

１．生鮮食料品等の区分ごとに記載すること。 

  なお、食肉については、次に示す様式に記載すること。  

２．主要品目における月ごとの取扱実績を作成した上で、集計した年間取扱

実績を作成すること。 

３．記載すべき内容を満たす販売等のシステムからの出力表で代用して差し

支えない。 

４．水産物産地市場においては、県内産取扱実績及び県外産の主な産地名を

省略して差し支えない。 

５．花きの数量の単位は、切花にあっては本、鉢物にあっては鉢とする。 

６．加工食品等における品目の欄は、加工食品等の種別とする。 

７．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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第 11 号様式（第 11 条関係）  

 

小規模等卸売市場開設届出書 

 

                            年  月  日 

 

三重県知事       宛て 

 

届出者 名称又は氏名 

所在地又は住所 

代表者の役職及び氏名        ㊞ 

 

三重県卸売市場条例第４条第１項の規定により、小規模等卸売市場の開設に

ついて、次のとおり届出します。 

 

１ 卸売市場の名称 

 

 

２ 卸売市場の位置及び施設に関する事項 

（１）位置 

 

 

（２）施設 

区 域 総 面 積 

敷地 ㎡ 

卸売場 ㎡ 

倉庫 ㎡ 

 うち冷蔵庫 ㎡ 

 うち冷凍庫 ㎡ 

（記載上の注意） 

  倉庫については、冷蔵又は冷凍で保管するものを含む。 

 

３ 卸売市場の取扱品目 
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４ 卸売市場の業務の運営体制に関する事項 

（１）事業内容 

 

 

（２）取扱高 

 

 

（３）従業員数 

 

 

５ 卸売市場の開設年月日 

 

 

６ 卸売市場の卸売業者に関する事項 

（１）名称又は氏名 

 

 

（２）所在地又は住所 

 

 

（３）代表者の役職及び氏名 

 

 

（開設者の連絡先） 

  部署名： 

  ＴＥＬ： 

  ＦＡＸ： 

  E-mail： 

 

（記載上の注意） 

１．農協又は漁協が申請する場合には、業務報告書を添付することにより、

４の事項を省略して差し支えない。 

２．添付する業務規程については、策定又は変更に関する意思の決定を証す

る書面を添付すること。 

３．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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第 12 号様式（第 12 条関係）  

 

小規模等卸売市場届出事項変更届出書 

 

                            年  月  日 

 

三重県知事       宛て 

 

届出者 名称又は氏名 

所在地又は住所 

代表者の役職及び氏名        ㊞ 

 

三重県卸売市場条例第５条の規定により、小規模等卸売市場に係る届出事項

の変更について、次のとおり届出します。 

 

１ 市場の名称 

 

 

２ 変更の内容 

 

 

３ 変更の理由 

 

 

４ 変更内容の施行年月日 

 

 

（記載上の注意） 

１．変更の内容については、変更前と変更後を対比して記載すること。  

２．業務規程の変更を伴う場合には、業務規程の変更に関する意思の決定を

証する書面を添付すること。 

３．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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第 13 号様式（第 12 条関係）  

 

小規模等卸売市場業務休止又は廃止届出書 

 

                            年  月  日 

 

三重県知事       宛て 

 

届出者 名称又は氏名 

所在地又は住所 

代表者の役職及び氏名        ㊞ 

 

三重県卸売市場条例第５条の規定により、小規模等卸売市場の業務の休止

〔廃止〕について、次のとおり届出します。 

 

１ 市場の名称 

 

 

２ 休止〔廃止〕の内容 

 

 

３ 休止〔廃止〕の理由 

 

 

４ 休止する期間〔廃止する年月日〕 

 

 

５ 取引参加者への通知の状況 

 

 

（記載上の注意） 

１．廃止の届出にあっては、〔 〕の文言とすること。 

２．休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面を添付すること。 

３．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること 
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第 14号様式（第 14条関係） 

 

表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（記載上の注意） 

１．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ７とすること。 

第    号 

立入検査員証 

 

                                              職 

                         氏名 

                                年  月  日生 

上記の者は卸売市場法第１４条において読み替えて準用する同法第１２条第２項及び三

重県卸売市場条例第１４条第１項の規定による立入検査に従事する職員であることを証明

します。 

 

 

 
 

三重県知事            印 

 

 

写 
 

真 

 

卸売市場法抜粋 

第１２条 

２ 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、中央卸売市場の開設者に対し、その業務若しくは財産に

関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に、中央卸売市場の開設者の事務所その他の業務を行う場所に立

ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

３ 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならな

い。 

第１４条 第五条から第十条まで、第十一条（第一項第一号に係る部分を除く。）及び第十二条の規定は、前条第一項

の認定について準用する。この場合において、これらの規定（第六条第一項を除く。）中「農林水産大臣」とあるの

は「都道府県知事」と、第六条第一項中「第四条第二項各号」とあるのは「第十三条第二項各号」と、「農林水産大

臣」とあるのは「その所在地を管轄する都道府県知事（以下第十二条までにおいて「都道府県知事」という。）」

と、同条第三項中「第四条第二項」とあるのは「第十三条第二項」と、第八条第一項第二号及び第二項中「第十三条

第一項」とあるのは「第四条第一項」と、第十一条第一項第二号中「第四条第五項各号」とあるのは「第十三条第五

項各号」と読み替えるものとする。 

 

三重県卸売市場条例抜粋 

第１４条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、小規模等卸売市場の開設者に対し、その業務若しくは財産

に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、小規模等卸売市場の開設者の事務所その他の業務を行う場

所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 
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三 重 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 元 年 十 二 月 六 日  

                        三  重  県  知 事   鈴   木   英   敬    

三 重 県 規 則 第 三 十 五 号  

三 重 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 （ 平 成 二 十 八 年 三 重 県 規 則 第 四 十 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 知 事 が 定 め る 図 書 ）  （ 知 事 が 定 め る 図 書 ）  

第 三 条 の 二  （ 略 ）  第 三 条 の 二  （ 略 ）  

２  省 令 第 一 条 第 一 項 の 表 の （ い ） 項 に 掲 げ る 付 近

見 取 図 は 、 都 市 計 画 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 百

号 ） 第 十 一 条 に 規 定 す る 都 市 施 設 が 記 載 さ れ て い

る 縮 尺 二 千 五 百 分 の 一 程 度 の 図 面 と す る 。  

２  省 令 第 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 付 近 見 取 図 は 、 都

市 計 画 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 百 号 ） 第 十 一 条 に

規 定 す る 都 市 施 設 が 記 載 さ れ て い る 縮 尺 二 千 五 百

分 の 一 程 度 の 図 面 と す る 。  

３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

（ 届 出 書 に 添 付 す る 図 書 ）  （ 知 事 が 定 め る 図 書 ）  

第 三 条 の 七  省 令 第 十 二 条 第 一 項 の 表 の （ い ） 項 又

は 省 令 第 十 三 条 の 二 第 三 項 の 表 に 掲 げ る 付 近 見 取

図 は 、 都 市 計 画 法 第 十 一 条 に 規 定 す る 都 市 施 設 が

記 載 さ れ て い る 縮 尺 二 千 五 百 分 の 一 程 度 の 図 面 と

す る 。  

第 三 条 の 七  省 令 第 十 二 条 第 一 項 の 知 事 が 必 要 と 認

め る 図 書 は 、 別 表 第 一 の 三 の 左 欄 の 区 分 に 応 じ 、

そ れ ぞ れ 右 欄 に 定 め る も の と す る 。  

 ２  省 令 第 十 二 条 第 三 項 に 規 定 す る 知 事 が 不 要 と 認

め る 図 書 は 、 別 表 第 一 の 四 の 左 欄 の 区 分 に 応 じ 、

そ れ ぞ れ 右 欄 に 定 め る も の と す る 。  

（ 知 事 が 定 め る 図 書 ）  （ 知 事 が 定 め る 図 書 ）  

第 五 条  省 令 第 二 十 三 条 第 一 項 又 は 省 令 第 二 十 四 条

の 三 第 二 項 第 一 号 の 知 事 が 必 要 と 認 め る 図 書 は 、

別 表 第 一 の 三 の 左 欄 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 右 欄

に 定 め る も の と す る 。  

第 五 条  省 令 第 二 十 三 条 第 一 項 の 知 事 が 必 要 と 認 め

る 図 書 は 、 別 表 第 一 の 五 の 左 欄 の 区 分 に 応 じ 、 そ

れ ぞ れ 右 欄 に 定 め る も の と す る 。  

２  省 令 第 二 十 三 条 第 一 項 の 表 の （ い ） 項 に 掲 げ る

付 近 見 取 図 は 、 都 市 計 画 法 第 十 一 条 に 規 定 す る 都

市 施 設 が 記 載 さ れ て い る 縮 尺 二 千 五 百 分 の 一 程 度

の 図 面 と す る 。  

２  省 令 第 二 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 付 近 見 取 図

は 、 都 市 計 画 法 第 十 一 条 に 規 定 す る 都 市 施 設 が 記

載 さ れ て い る 縮 尺 二 千 五 百 分 の 一 程 度 の 図 面 と す

る 。  

３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

（ 認 定 の 取 消 し ）  （ 認 定 の 取 消 し ）  

第 十 二 条  知 事 は 、 法 第 三 十 四 条 の 規 定 に よ り 認 定

建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 計 画 の 認 定 を 取 り

消 す と き は 、 認 定 取 消 し 通 知 書 （ 様 式 第 八 号 ） に

よ り 当 該 認 定 建 築 主 に 通 知 す る も の と す る 。  

第 十 二 条  知 事 は 、 法 第 三 十 四 条 の 規 定 に よ り 認 定

建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 向 上 計 画 の 認 定 を 取 り

消 す と き は 、 認 定 取 消 し 通 知 書 （ 様 式 第 八 号 ） に

よ り 認 定 建 築 主 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 知 事 が 定 め る 図 書 ）  （ 知 事 が 定 め る 図 書 ）  

第 十 四 条  （ 略 ）  第 十 四 条  （ 略 ）  

２  省 令 第 三 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 提 出 し な け れ

ば な ら な い 省 令 第 一 条 第 一 項 の 表 の （ い ） 項 に 掲

げ る 付 近 見 取 図 は 、 都 市 計 画 法 第 十 一 条 に 規 定 す

る 都 市 施 設 が 記 載 さ れ て い る 縮 尺 二 千 五 百 分 の 一

程 度 の 図 面 と す る 。  

２  省 令 第 三 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 付 近 見 取 図 は 、

都 市 計 画 法 第 十 一 条 に 規 定 す る 都 市 施 設 が 記 載 さ

れ て い る 縮 尺 二 千 五 百 分 の 一 程 度 の 図 面 と す る 。  

３  （ 略 ）  ３  （ 略 ）  

（ 認 定 の 取 消 し ）  （ 認 定 の 取 消 し ）  
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第 十 七 条  知 事 は 、 法 第 三 十 七 条 の 規 定 に よ り 基 準

適 合 認 定 建 築 物 の 認 定 を 取 り 消 す と き は 、 認 定 取

消 し 通 知 書 （ 様 式 第 八 号 ） に よ り 当 該 基 準 適 合 認

定 建 築 物 の 所 有 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

第 十 七 条  知 事 は 、 法 第 三 十 七 条 の 規 定 に よ り 基 準

適 合 認 定 建 築 物 の 認 定 を 取 り 消 す と き は 、 認 定 取

消 し 通 知 書 （ 様 式 第 八 号 ） に よ り 認 定 建 築 主 に 通

知 す る も の と す る 。  

 別表第１の３（第３条の７関係） 

 別表第１の４（第３条の７関係） 

別表第１の３（第５条関係） 別表第１の５（第５条関係） 

 区分 図書の種類   区分 図書の種類  

 （略） （略）   （略） （略）  

  

附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

告 示 

 

三重県告示第 475 号 

 介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）第 48 条第 1 項第 1 号の規定により、次のとおり介護老人福祉施設を指

定しました。 

  令和元年 12 月 6 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

介 護 保 険 
事業所番号 

施設の名称 施設の所在地 開設者名 
開 設 者 の 主 た る 
事 務 所 の 所 在 地 

指 定 
年 月 日 

入所 
定員 

2472200761 

特別養護老人ホ

ーム 菰野聖十
字の家（ユニッ
ト） 

三重郡菰野町大
字宿野 1433 番

地の 69 

社会福祉法人鈴鹿聖
十字会 

三重郡菰野町大字宿野
1433 番地の 74 

令和元年 
12 月 1 日 

60 

 

三重県告示第 476 号 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）附則第 5 条第 1 項の規定による届出（大規模小売店舗におい

て小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻の変更等）に対して同法第 8 条第 1 項の規定により朝日町から聴取し

た意見の概要について、同条第 3 項の規定により公告します。 

令和元年 12 月 6 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  大規模小売店舗の名称及び所在地 

ケーズデンキみえ朝日店・スーパーセンタートライアルみえ朝日店 

三重郡朝日町大字小向字七反田 358 番地ほか 52 筆 

2  朝日町から聴取した意見 

  意見なし   

3  意見の縦覧場所 

三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課 

4  意見の縦覧の期間及び時間 

令和元年 12 月 6 日から令和 2 年 1 月 6 日まで 

開庁日の午前 9 時から午後 5 時まで 

 

三重県告示第 477 号 

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定による基準の適合性を審査する機関、同基準又はこれ

と同等の基準に適合するものとする方法及び簡易な評価方法の指定の一部を改正する告示を次のように定めま

す。 

  令和元年 12 月 6 日 
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三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

   建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定による基準の適合性を審査する機関、同基準又は

これと同等の基準に適合するものとする方法及び簡易な評価方法の指定の一部を改正する告示 

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定による基準の適合性を審査する機関、同基準又はこれ

と同等の基準に適合するものとする方法及び簡易な評価方法の指定（平成 29 年三重県告示第 239 号）の一部を

次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。 

改  正  後 改  正  前 

三重県建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律施行細則（平成 28 年三重県規則第 40

号）第 4 条及び第 13 条に規定する知事が別に定め

る機関を第 1 に、三重県手数料条例（平成 12 年三

重県条例第 4 号）別表第 24 及び別表第 25 に規定す

る建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律（平成 27 年法律第 53 号。以下「法」とい

う。）第 30 条第 1 項各号に掲げる基準又はこれと

同等の基準に適合するものとして知事が別に定める

方法を第 2 に、同条例別表第 26 に規定する法第 2

条第 3 号に規定する基準又はこれと同等の基準に適

合するものとして知事が別に定める方法を第 3 に、

同条例別表第 24 及び別表第 25 に規定する法第 30

条第 1 項第 1 号の規定に基づき定められた簡易な評

価方法であって知事が別に定める方法を第 4 に、同

条例別表第 26 に規定する法第 2 条第 3 号の規定に

基づき定められた簡易な評価方法であって知事が別

に定める方法を第 5 に定めます。 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

（平成 27 年法律第 53 号。以下「法」という。）第

2 条第 3 号に規定する建築物エネルギー消費性能基

準（以下単に「建築物エネルギー消費性能基準」と

いう。）及び法第 30 条第 1 項各号に掲げる基準の

適合性を審査する機関を第 1 に、三重県手数料条例

（平成 12 年三重県条例第 4 号）別表第 24 及び別表

第 25 に規定にする法第 30 条第 1 項各号に掲げる基

準又はこれと同等の基準に適合するものとして知事

が別に定める方法を第 2 に、同条例別表第 26 に規

定する法第 2 条第 3 号に規定する基準又はこれと同

等の基準に適合するものとして知事が別に定める方

法を第 3 に、同条例別表第 24 及び別表第 25 に規定

する法第 30 条第 1 項第 1 号の規定に基づき定めら

れた簡易な評価方法であって知事が別に定める方法

を第 4 に、同条例別表第 26 に規定する法第 2 条第

3 号の規定に基づき定められた簡易な評価方法であ

って知事が別に定める方法を第 5 に定めます。 

第１ 法第 2 条第 3 号に規定する建築物エネルギ

ー消費性能基準（以下単に「建築物エネルギー

消費性能基準」という。）及び法第 30 条第 1 項

各号に掲げる基準の適合性を審査する機関は、次

に掲げる認定対象の区分に応じ、それぞれ次に定

める機関とする。 

第１ 建築物エネルギー消費性能基準及び法第 30

条第 1 項各号に掲げる基準の適合性を審査する機

関は、次に掲げる認定対象の区分に応じ、それぞ

れ次に定める機関とする。 

１・２ （略） １・２ （略） 

第２～第４ （略） 第２～第４ （略） 

第５ 法第 2 条第 3 号の規定に基づき定められた簡

易な評価方法は、次に掲げる建築物の区分に応

じ、それぞれ次に定める評価方法とする。 

第５ 法第 2 条第 3 号の規定に基づき定められた簡

易な評価方法は、次に掲げる建築物の区分に応

じ、それぞれ次に定める評価方法とする。 

１ 一戸建ての住宅又は共同住宅等若しくは複合

建築物の住戸部分 基準省令第 1 条第 1 項第 2

号イ(3)及びロ(3)の規定に基づく評価方法 

１ 一戸建ての住宅又は共同住宅等若しくは複合

建築物の住戸部分 基準省令第 1 条第 1 項第 2

号イ(2)及びロ(2)の規定に基づく評価方法 

２ （略） ２ （略） 

   附 則 

 この告示は、公表の日から施行する。 

 

 

選 管 告 示 

 

三重県選挙管理委員会告示第 57号 
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 政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 6 条第 1 項の規定による政治団体の設立の届出及び第 7 条第 1

項の規定による政治団体の届出事項の異動に係る届出がありましたので、同法第 7 条の 2 第 1 項の規定に基づき

公表します。 

  令和元年 12 月 6 日 

三重県選挙管理委員会委員長  髙  木  久  代   

1   政治団体の設立 

(1) 政党の支部 

イ 政治資金規正法第 19 条の 7 第 1 項第 1 号に係る国会議員関係政治団体 

政治団

体の名

称 

 代表者の氏名  会計責任者の氏

名 

 主 た る

事 務 所

の 所 在

地 

公職の

種 類

（第 1

号） 

 1 以上の市

区町村の区

域等を単位

として設け

られた支部 

 届出年月日  備考 

立憲民

主党三

重県第

2 区総

支部 

 中 川 正 春  小 林   薫  鈴鹿市神

戸 7-1-5 

衆議院

議員 

  ○  令 和 元 年 

10 月 15 日 

  

ロ 国会議員関係政治団体以外の政治団体 

政治団体の名称  代表者の氏名  会計責任者の氏

名 

 主たる事務

所の所在地 

 1 以上

の市区

町村の

区域等

を単位

として

設けら

れた支

部 

 届出年月日  備考 

自由民主党三重県い

なべ市・員弁郡第二

支部 

 石 垣 智 矢  中 村   等  員弁郡東員

町六把野新

田 123 

 

〇 

 令 和 元 年 

10 月 30 日 

  

自由民主党三重県津

市第四支部 

 小 林 貴 虎  尾 﨑 正 彦  津市東丸之

内 13-16 

 
○ 

 令 和 元 年 

11 月 11 日 

  

自由民主党三重県鳥

羽市第二支部 

 野 村 保 夫  黒 田 房 子  鳥羽市相差

町 1896-1 

 
○ 

 令 和 元 年 

11 月 5 日 

  

(2) その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 

政治団体の名称  代表者の氏名  会計責任者の氏

名 

 主たる事務所の所在地  届出年月日  備考 

大 西 徹 後 援 会  岡 村 憲 一  山 本 敬 子  度会郡度会町棚橋 1476-2  平成 31 年 

4 月 19 日 

  

2  届出事項の異動 

政治団体の名称  代表者の氏名  異動事

項 

    新     旧 

 

 異動年月日  備考 

西 田 健 後 援 会  神 園 敏 昭  主たる

事務所

の所在

地 

 南牟婁郡紀宝町

鵜殿 729-7 

 南牟婁郡紀宝町

鵜殿 704-2 

 平成 31 年 

1 月 9 日 

  

未来に轍をつなぐ

会 

 髙 秀 一 行  主たる

事務所

の所在

 津市豊が丘 5-

6-9 

 鈴鹿市道伯 1-

3-7 

 令 和 元 年 

9 月 27 日 
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地 

    代表者  髙 秀 一 行  宮 田 竜 洋     

    会計責

任者 

 明 神 宏 文  加 藤 公 友     

村林さとし政治経

済研究会 

 村 林   聡  主たる

事務所

の所在

地 

 度会郡南伊勢町

相賀浦 441-2 

 度会郡南伊勢町

五ケ所浦 727-4 

 平成 31 年 

4 月 1 日 

  

 

三重県選挙管理委員会告示第 58号 

 政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 17 条第 1 項の規定による政治団体の解散の届出がありましたの

で、同条第 3 項の規定に基づき公表します。 

  令和元年 12 月 6 日 

三重県選挙管理委員会委員長  髙  木  久  代   

政治団体の名称  代表者の氏名  解散年月日    備考 

自由民主党三重県鳥羽市第一支

部 

 中 村 欣一郎  平成 30 年 12 月 31 日  政党 

おおくぼひろし後援会  大 窪   博  令和元年 9 月 30 日   

 

三重県選挙管理委員会告示第 59号 

 政治資金規正法（昭和 23 年法律第 194 号）第 19 条第 3 項第 3 号の規定による資金管理団体の届出事項の異動

に係る届出がありましたので、同法第 19 条の 2 第 1 項の規定に基づき公表します。 

  令和元年 12 月 6 日 

三重県選挙管理委員会委員長  髙  木  久  代   

資金管理団体の届出

をした者の氏名 

   資金管理団

体の名称 

   異動事項    

 

新    

 

旧  異動年月日 

村 林   聡  村林さとし

政治経済研

究会 

 主たる事務

所の所在地 

 度会郡南伊勢町

相賀浦 441-2 

 度会郡南伊勢町

五ケ所浦 727-4 

 平成 31 年 

4 月 1 日 

 

 

 

 

 

 国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）第 19 条第 2 項の規定により、次のとおり国土調査に係る成果を認証し

ました。 

  令和元年 12 月 6 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  調査を行った者の名称 

   津市 

2  調査を行った期間 

   平成 30 年 9 月から平成 31 年 3 月まで 

3  成果の名称 

   津市芸濃町林川原７地区の地籍図及び地籍簿 

4  調査を行った地域 

   津市芸濃町林地内 

5  認証年月日 

   令和元年 11 月 19 日 

 

 国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）第 19 条第 2 項の規定により、次のとおり国土調査に係る成果を認証し

公 告 
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ました。 

  令和元年 12 月 6 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  調査を行った者の名称 

   名張市 

2  調査を行った期間 

   平成 26 年 10 月から平成 28 年 3 月まで 

3  成果の名称 

   名張市夏見の地籍図及び地籍簿 

4  調査を行った地域 

   名張市夏見地内 

5  認証年月日 

   令和元年 11 月 19 日 

 

 国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）第 19 条第 2 項の規定により、次のとおり国土調査に係る成果を認証し

ました。 

  令和元年 12 月 6 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  調査を行った者の名称 

   いなべ市 

2  調査を行った期間 

   平成 19 年 11 月から平成 23 年 3 月まで 

3  成果の名称 

   いなべ市北勢町東貝野の一部（②-1）地区の地籍図及び地籍簿 

4  調査を行った地域 

   いなべ市北勢町東貝野地内 

5  認証年月日 

   令和元年 11 月 19 日 

 

 国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）第 19 条第 2 項の規定により、次のとおり国土調査に係る成果を認証し

ました。 

  令和元年 12 月 6 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  調査を行った者の名称 

   いなべ市 

2  調査を行った期間 

   平成 24 年 6 月から平成 29 年 3 月まで 

3  成果の名称 

   いなべ市大安町宇賀の一部第 3 の地籍図及び地籍簿 

4  調査を行った地域 

   いなべ市大安町宇賀地内 

5  認証年月日 

   令和元年 11 月 19 日 

 

 国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）第 19 条第 2 項の規定により、次のとおり国土調査に係る成果を認証し

ました。 

  令和元年 12 月 6 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  調査を行った者の名称 

   木曽岬町 
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2  調査を行った期間 

   平成 24 年 8 月から平成 26 年 2 月まで 

3  成果の名称 

   木曽岬町見入④の地籍図及び地籍簿 

4  調査を行った地域 

   木曽岬町見入地内 

5  認証年月日 

   令和元年 11 月 19 日 

 

 国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）第 19 条第 2 項の規定により、次のとおり国土調査に係る成果を認証し

ました。 

  令和元年 12 月 6 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  調査を行った者の名称 

   木曽岬町 

2  調査を行った期間 

   平成 25 年 8 月から平成 27 年 2 月まで 

3  成果の名称 

   木曽岬町見入⑤の地籍図及び地籍簿 

4  調査を行った地域 

   木曽岬町見入地内 

5  認証年月日 

   令和元年 11 月 19 日 

 

 国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）第 19 条第 2 項の規定により、次のとおり国土調査に係る成果を認証し

ました。 

  令和元年 12 月 6 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  調査を行った者の名称 

   木曽岬町 

2  調査を行った期間 

   平成 24 年 8 月から平成 26 年 2 月まで 

3  成果の名称 

   木曽岬町加路戸・新加路戸④⑤⑥の地籍図及び地籍簿 

4  調査を行った地域 

   木曽岬町大字加路戸地内 

5  認証年月日 

   令和元年 11 月 19 日 

 

 国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）第 19 条第 2 項の規定により、次のとおり国土調査に係る成果を認証し

ました。 

  令和元年 12 月 6 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  調査を行った者の名称 

   木曽岬町 

2  調査を行った期間 

   平成 25 年 8 月から平成 27 年 2 月まで 

3  成果の名称 

   木曽岬町加路戸・新加路戸⑥⑦の地籍図及び地籍簿 

4  調査を行った地域 
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   木曽岬町大字加路戸地内 

5  認証年月日 

   令和元年 11 月 19 日 

 

 国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）第 19 条第 2 項の規定により、次のとおり国土調査に係る成果を認証し

ました。 

  令和元年 12 月 6 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  調査を行った者の名称 

   南伊勢町 

2  調査を行った期間 

   平成 29 年 7 月から平成 31 年 2 月まで 

3  成果の名称 

   南伊勢町大字中津浜浦の一部の地籍図及び地籍簿 

4  調査を行った地域 

   南伊勢町中津浜浦地内 

5  認証年月日 

   令和元年 11 月 19 日 

 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 39 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定により、次の公共測量

を実施する旨、津市長から通知がありました。 

    令和元年 12 月 6 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1   作業種類 

    公共測量（2 級基準点測量） 

2   作業期間 

    令和元年 11 月 6 日から同年 12 月 16 日まで 

3   作業地域 

  津市白塚町、同市栗真町屋町及び同市栗真中山町 

 

 土地区画整理法（昭和 29 年法律第 119 号）第 39 条第 1 項の規定により、桑名市多度力尾土地区画整理組合の

定款の変更を次のとおり認可しました。 

  令和元年 12 月 6 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  組合の名称及び事務所の所在地 

  桑名市多度力尾土地区画整理組合 

  桑名市多度町力尾 2681 番地 1 

2  事業施行期間 

  平成 21 年 12 月 15 日から令和 2 年 3 月 31 日まで 

3  施行地区 

  桑名市多度町力尾字阿越、字石塚、字沢地、字堀切及び字南谷の各一部、猪飼字沢地の一部並びに北猪飼字

沢地の一部 

4   設立認可の年月日 

  平成 21 年 12 月 15 日 

5   変更認可の年月日 

  令和元年 12 月 6 日 

 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、四

日市市から都市計画の図書の写しの送付を受けたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 2 項

の規定により、当該都市計画の図書の写しを公衆の縦覧に供します。 
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  令和元年 12 月 6 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  都市計画の種類 

  四日市都市計画生産緑地地区 

2  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策課 

 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、鈴

鹿市から都市計画の図書の写しの送付を受けたので、同法第 21 条第 2 項において準用する同法第 20 条第 2 項の

規定により、当該都市計画の図書の写しを公衆の縦覧に供します。 

  令和元年 12 月 6 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  都市計画の種類及び名称 

  鈴鹿都市計画地区計画 

   椿地区地区計画 

2  縦覧場所 

  三重県県土整備部都市政策課 

 

 都市再開発法（昭和 44 年法律第 38 号）第 38 条第 1 項の規定により、市街地再開発組合の定款及び事業計画

の変更について認可をしました。 

  令和元年 12 月 6 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  組合の名称 

  亀山駅周辺 2 ブロック地区市街地再開発組合 

2  事業施行期間 

  平成 31 年 2 月 15 日から令和 4 年 3 月 31 日まで 

3  施行地区 

(1) 都市再開発法第 14 条に属する地域 

亀山市御幸町字貝戸部 171 番 1 の一部、172 番、172 番 1、181 番 1、182 番 1、182 番 2、182 番 3、182 番

4、183 番 1、183 番 3、184 番 1、184 番 6、184 番 7、184 番 8、186 番、187 番 2、187 番 3 の一部、187 番 6

の一部、187 番 7 の一部、188 番、188 番 1、188 番 2、188 番 3、188 番 4、188 番 5、188 番 7、191 番 1、

194 番 1 の一部、194 番 3 の一部、194 番 6、195 番、195 番 1、196 番 3、197 番、198 番の一部、231 番の一

部、231 番 2 の一部、231 番 37 の一部、231 番 38 の一部、231 番 40 の一部、231 番 49 の一部、231 番 54 の

一部、231 番 55 の一部、231 番 72 の一部、238 番 1 の一部、239 番 1 の一部、239 番 3 の一部、239 番 4 の

一部、279 番 5、279 番 6 及び 279 番 7 

(2) その他の地域 

都市計画道路 3・5・7 駅前高塚線（交通広場（市道御幸 3 号線を含む））、市道亀山駅前線の一部、市道

御幸 7 号線の一部、市道御幸線の一部、法定外公共物の一部及び準用河川竜川の一部 

4  事務所の所在地 

  亀山市御幸町字貝戸部 182 番 4 

5  設立認可の年月日 

  平成 31 年 2 月 15 日 

6  変更認可の年月日 

  令和元年 12 月 6 日 

 

 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 10 条第 1 項の規定により二級建築士を処分しましたので、同条第 5 項

の規定により公告します。 

  令和元年 12 月 6 日 

三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

1  処分をした年月日 
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  令和元年 11 月 14 日 

2  処分を受けた建築士の氏名、その者の二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号 

  日沖 政司 

  二級建築士 

  三重県知事登録第 9204 号 

3  処分の内容 

戒告 

4  処分の原因となった事実 

建築士法第 23 条第 1 項の規定による建築士事務所登録を受けず、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工

事監理及び申請代理業務等を業として行ったことから、同法第 23 条の 10 第 1 項の規定による無登録業務の禁

止に違反した。 

このことは、同法第 10 条第 1 項第 1 号に該当する。 

 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 29 条第 1 項の規定により許可しました開発行為に関する工事は、次

のとおり完了しました。 

令和元年 12 月 6 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

工事完了年月日 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 許可を受けた者の住所及び氏名 

令和元年 

11 月 14 日 
松阪市大黒田町字押方 554-2 ほか 3 筆ほか 

松阪市東町 601-1 
株式会社フェイスジャパン 
代表取締役 中 川 雄 斗 

令和元年 
11 月 21 日 

三重郡川越町大字北福崎字掛割 73 

四日市市ときわ 1 丁目 7-14 

大和ハウス工業株式会社四日市支社 
支社長 茂 木 啓 一 

令和元年 

11 月 25 日 

三重郡朝日町大字小向字北里下 770-3 ほか 9 筆ほか

及び大字縄生字芝溝 676-2 

四日市市波木町 1097-10 
株式会社グリーンピアチトセ 
代表取締役 千 歳 秀 利 

令和元年 

11 月 27 日 
松阪市嬉野上野町字野新田 1155-2 ほか 1 筆 

津市藤方 2271-1 ジャスティス 205 

中 村 志 保 

令和元年 
11 月 27 日 

三重郡川越町大字豊田一色字国治 495-1 

津市高茶屋小森町 4000-2 

株式会社川﨑ハウジング中部 
代表取締役 川 﨑 昌 美 

 

 三重県宅地開発事業の基準に関する条例（昭和 47 年三重県条例第 41 号）第 6 条の規定により確認しました宅

地開発事業に関する工事は、次のとおり完了しました。 

令和元年 12 月 6 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬 

工事完了年月日 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 確認を受けた者の住所及び氏名 

令和元年 

11 月 15 日 
度会郡度会町葛󠄀原字新田 597-26 ほか 7 筆 

度会郡度会町葛󠄀原 663-1 
株式会社東出林業 
代表取締役 南  泰 仁 

 

正 誤 

 令和元年 11 月 29 日付け三重県公報第 60 号に登載しました、土地収用法の規定による収用又は使用の裁決手

続の開始決定の収用委公告中 

 ページ   行      誤    正 

  33  20 及び 22  樋之口  之口 
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三重県津市広明町 13 番地 

三重県総務部法務・文書課 

電話 059-224-2163 

三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡ http://www.pref.mie.lg.jp/ 
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